
令和 3年 3月 24日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

高速炉・新型炉研究開発部門 

大洗研究所 

原子力事業者防災業務計画の修正について（お知らせ） 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 (理事長 児玉敏雄)は、原子力災害対策特別

措置法に基づき、大洗研究所の原子力事業者防災業務計画の修正について、関係自治体と

の協議を経た上で、本日、同計画を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るととも

に、その写しを関係自治体に提出しましたのでお知らせいたします。また、同法に基づき、

本計画の修正の要旨を添付のとおり公表いたします。 

 大洗研究所においては、今後とも、より一層の安全確保に努めるとともに、原子力防災

対策についても本計画に基づき万全を期す所存です。 

別 紙 

・添付資料：原子力事業者防災業務計画修正の要旨（大洗研究所）

以 上 

・参考資料：大洗研究所原子力事業者防災計画の概要
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添付資料 

原子力事業者防災業務計画修正の要旨（大洗研究所） 

１．目的 

原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）（平成１１年法律第１５６号）第

７条第１項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の原

子力事業者防災業務計画に検討を加え、修正することで適正化を図ります。 

放射線測定設備の設置数の変更、緊急時活動レベル（以下「ＥＡＬ」という。）の修

正等を以下のとおり行いました。 

２．修正した日 

  令和３年３月２４日 

３．協議した自治体 

  茨城県、大洗町、鉾田市 

４．主な修正の内容 

（１）放射線測定設備の設置数の変更

「第２章  原子力災害事前対策の実施」の「第３節」について、ＨＴＴＲの新規

制基準対応を踏まえ、大洗研究所として敷地境界の８方位を網羅する測定、特に人

の居住する方向の測定を満足するため、原災法第１１条第１項に基づくモニタリン

グポストの設置数を「６式」から「９式」に変更して（北地区）原子炉設置変更許

可申請書（令和２年６月３日に許可）との整合を図るとともに、文章の見直しを行

った。 

また、「別図―３ 大洗研究所敷地周辺の放射線測定設備」及び「別表―４ 放射

線測定設備」についてもモニタリングポストの設置数を「６式」から「９式」に変

更した。 

（２）ＥＡＬの修正

「第３章 緊急事態応急対策等の実施」の「第 1節」について、「別表－17 原子

力災害対策指針に基づく警戒事象」、「別表－18 原災法第 10 条第 1 項に基づく通

報基準及びＥＡＬ」及び「別表－19 原災法第 15条第１項に基づく通報基準及びＥ

ＡＬ」に関し、以下のとおり修正した。 

①大洗研究所独自のＥＡＬ番号を追加した。

②「別表－17」において、施設ごとに定めていた「所内通信連絡機能の一部喪失」

と施設区分「共通」に定めていた「所外通信連絡機能の一部喪失」を「所内外通

信連絡機能の一部喪失」として一つのＥＡＬ事象に集約し、施設区分「共通」に

示した。

また、「別表－18」についても同様に、施設区分「共通」に「所内外通信連絡機
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能の全て喪失」としてＥＡＬ事象を見直した。 

   ③高速実験炉「常陽」のＥＡＬ事象に対する説明欄について、記載の明確化を図る

ため見直しを行った。 

   ④ＨＴＴＲにおいて、新規制基準対応を踏まえたＥＡＬ事象に見直しを図った。 

   ⑤「別表－18」及び「別表－19」のＥＡＬ事象「敷地境界付近の放射線量の上昇」

の説明欄に、モニタリングポスト（３式）を新たに追加した。 

（３）その他の修正 

上記に加え、記載の適正化等の所要の見直しを行った。 

以 上 
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(参考) 

 

 

大洗研究所原子力事業者防災業務計画の概要 

 

第１章 総則 

防災業務計画の目的、用語の定義、計画の運用にあたっての基本的な考え方及び修正

する場合の手続き等について記載しています。 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

大洗研究所の原子力防災組織・体制の整備、原子力防災管理者等の職務、原子力防災

組織の運営、緊急時対策所・原子力施設事態即応センター・原子力事業所災害対策支援

拠点の整備及び機能の維持、放射線測定設備・気象観測設備・原子力防災資機材・防災

活動で使用する資料の整備、原子力防災教育・訓練の実施及び原子力緊急事態支援組織

を含む関係機関との連携、周辺住民に対する平常時の広報活動等について記載していま

す。 

 

 

 

 

第３章 緊急事態応急対策等の実施 

緊急事態等の区分（緊急時活動レベル）に応じた通報・連絡等の初期対応、応急措置

の実施、原子力災害合同対策協議会との連携、原子力防災要員等派遣及び資機材貸与等

について記載しています。 

 

 

 

 

第４章 原子力災害事後対策 

原子力緊急事態解除宣言があった時以後における復旧対策の実施並びに被災復旧のた

めの原子力防災要員等派遣及び資機材貸与等について記載しています。 

 

第５章 その他 

他の原子力事業者で原子力災害が発生した場合の支援・協力について記載していま

す。 

 

 

以 上  

「４．主な修正の内容」のうち、以下の項目に関する修正を含みます。 

（１） 

「４．主な修正の内容」のうち、以下の項目に関する修正を含みます。 

（１）、（２）①②③④⑤ 
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